


第 8 回 大 阪 府 環 境 審 議 会 会 議 録 
 

1．と    き  平成 9年 6月 20日（金） 午後 1時 30分から 
 
2．と こ ろ  大阪商工会議所 地下 1階 第 1号会議室 
 
3．出 席 委 員 
  会  長 矢吹 萬壽 委員   川合 通夫 委員 
  会長代理 中馬 一郎 委員   東   武 委員 

石川  忠 委員    三宅 史明 委員 
     池田 敏雄 委員    池田 作郎 委員 
     池田 有光 委員    東田  保 委員 
     井田 和子 委員    梅川喜久雄 委員 
     斉藤 行臣 委員    小林 徳子 委員 
     鈴木 善次 委員  ＊磯村 隆文 委員 
     高月  紘 委員  ＊原   曻 委員 
     坪井 珍彦 委員  ＊林   寛 委員 
     中村  浩 委員  ＊喜多 洋三 委員 
     前田 英昭 委員    寺田 為三 委員 
     政井 孝道 委員    堀端  宏 委員 
     萬金 映子 委員  ＊清水 行雄 委員 
     宮前 保子 委員  ＊川口 將志 委員 
     山口百合子 委員  ＊横川  浩 委員 
     山村万里子 委員  ＊村上 伸夫 委員 

＊門司 剛至 委員 
＊鈴木 光男 委員 
＊脇  雅史 委員 

 
   以上 ３７名 
（＊は、代理者が出席）



（午後 1時 30分開会） 

○事務局 それでは、お待たせいたしました。まだお見えでない委員の方々がおられます

けれども、予定の時間が参りましたので、ただいまから第 8 回大阪府環境審議会を開会

させていだだきます。 

  なお、現在ご出席いただいております委員の方々は 34名でございまして、大阪府環境

審議会条例の規定によりまして、本審議会は成立いたしておりますことをご報告申し上

げます。 

  申し遅れましたが、私は当面の進行役を務めさせていただきます環境政策課課長代理

の桝田でございます。よろしくお願いいたします。 

  議事にお移りいただきます前に、平成 8 年 12 月 5 日の審議会以降新たにご就任いた

だきました先生方をご紹介させていただきます。 

  お手元に「委員名簿」を配布いたしておりまるので、ご確認いただきたいと存します。 

  まず、学識経験者委員につきまして、 

  1 月 8 日付で委嘱させていただきました大阪府中小企業団体中央会会長の石川 忠委

員でございます。 

  次に、大阪府議会の方から選出されました委員をご紹介申し上げます。 

  東 武委員でございます。 

  川合通夫委員でございます。 

  池田作郎委員でございます。 

  東田 保委員でございます。 

  梅川喜久雄委員でございます。 

  小林徳子委員でございます。 

  三宅四郎委員は、間もなく来られることになっております。 

  なお、本日ご欠席でございますけれども、畠 成章委員にもご就任いただいておりま

す。 

  また、関係地方行政機関の長の委員につきましては、移動による交代がございました

が、本日は皆様、所用のため、代理の方々のご出席でございます。 

  近畿運輸局長の村上伸夫委員。 

  第三港湾建設局長の門司剛至委員。 

  この方々にもご就任いただいております。 
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  それでは、開会に当たりまして、山田知事から一言ごあいさつを申し上げます。 

○山田知事 環境審議会の開会に当たり、一言ごあいさつを申し上げます。 

 委員の皆様には、本日はお忙しい中ご出席をいただき、また、日ごろから大阪府の環

境行政の推進に格別のご支援、ご協力をいただき、厚く御礼を申し上げます。 

 今日の環境問題は、自動車排ガスや生活排水など、生活に起因する問題の増加に加え、

地球温暖化などの地球的規模の問題が一層深刻になるなど新たな局面を迎えております。

とりわけ、今年は 12 月にＣＯＰ3（地球温暖化防止京都会議）が開催されるなど、地球

温暖化問題の克服に向けた国際的な取り組みが強化されようとしております。 

 大阪府におきましても、こうした機会に環境への負荷が少ない循環共生型社会を目指

して、地球温暖化防止対策や自動車公害対策、あるいや自然環境の保全などの取り組み

を一層充実させてまいりたいと考えておりますので、皆様のご理解、ご協力をよろしく

お願いいたします。 

 さて、本日は「環境影響評価制度の在り方について」、諮問させていただきます。 

 ご存知のとおり、環境影響評価は、環境悪化を未然に防止し、環境と共生する社会を

構築していくため、重要かつ有効な手段であります。大阪府でも昭和 59年に制定した環

境影響評価要綱により、環境保全に大きな成果を上げてまいりました。 

 しかし、この間、行政手続法の制定などに伴い、環境影響評価制度を手続面、制度面

から見直す必要が生じており、また、先日は環境影響評価法が国会で成立したところで

あります。 

 こうした状況を踏まえ、大阪府の環境アセスメント制度の在り方について、審議会に

ご意見を伺い、条例化に向けた検討を進めたいと考えておりますので、ご審議のほどよ

ろしくお願いいたします。 

 最後に、今後とも大阪府の環境行政に対する皆様のご指導をお願い申し上げ、ごあい

さつといたします。 

 ありがとうございました。 

○事務局 それでは、矢吹会長に議事をお願いいたしたいと存じますので、よろしくお願

い申し上げます。 

○矢吹会長 早速ではございますが、お手元の会議次第に従いまして、議事を進めさせて

いただきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

  初めに、議題１「環境影響評価制度の在り方について」でございますが、これは諮問 
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事項でございますので、まず、諮問をお受けいたしたいと思います。 

○山田知事 

 

 

 大阪府環境審議会 

  会長  矢吹 萬壽 殿 

大阪府知事 山田 勇 

環境影響評価制度の在り方について（諮問） 

 標記について、貴審議会の意見を求めます。 

 

 諮問理由につきましては、後ほど事務局からご説明をさせていただきます。 

 環境影響評価制度は、閑居うの保全にとって非常に大切なものでありますので、ご審議

のほど、よろしくお願いを申し上げます。 

（山田知事より矢吹会長に諮問書を手渡す） 

○山田知事 どうぞよろしくお願いいたします。 

○事務局 ここで、知事は所用がございまして、退席をさせていただきます。 

（山田知事退席） 

○矢吹会長 ただいま「環境影響評価制度の在り方について」 、諮問をお受けいたしまし

た。 

  それでは、このご審議をいただきたいと思うわけでございますが、まず、本件につい

て、事務局の方からご説明をお願いしたいと思います。どうぞよろしくお願いします。 

○小野沢環境管理室長 環境管理室長の小野沢でございます。どうぞよろしくお願い申し

上げます。 

  「環境影響評価制度の在り方について」の諮問に関しますご説明をいたしたいと存じ

ます。 

  ただいま知事の方から諮問文をお渡ししたところでございますが、その写しを「資料

１－１」にお示しいたしておりますので、ご覧いただきたいと存じます。 

  諮問理由について記載そておりますので、まずこれを朗読させていただきます。 

（諮問理由朗読） 

  以上が諮問の理由でございます。
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○小野沢環境管理室長 今、ダム建設ということで、槙尾川ダムの進捗状況ということを

お尋ねでございましたが、ちょっと私どもの方ではダムの進捗状況を実は把握をしてご

ざいませんので、お答えを待ち合わせていないということでございます。 

  ただ、アセス要綱との絡みでございます。湛水面積がどれくらいになるのかというと

ころで、アセスの対象になるかどうかが変わってくるわけでございます。現要綱でござ

いますと、湛水面積、いわゆる水をためる面積でございますが、これが 100ha以上あり

ますと、今あります大阪府のアセス要綱の対照となりますので、当然これはやっていた

だくことになります。それから、規模がさらに小さいということになりますと、要綱の

対象にはならないということでございます。 

  それから、今日諮問申し上げましたアセスの新しいあり方の問題ということで、制度

が新しくなりますと、これは平成 11年春の施行ということになりますから、その辺の中

で、規模用件をどう決めていくかというのをご議論いただきまして、対象になるかどう

かということがジャッジされるということになるわけでございます。 

  それから、時間的なところでございますが、平成 11年の春ごろという予定を申し上げ

ましたけれども、それまでの間は、現在の要綱でやるというのが私どもはルールと考え

てございます。 

  以上でございます。 

○矢吹会長 どうもありがとうございました。 

  ちょっと資料がないそうでございますが、何か質問ございませんか。 

○山口委員 ダムの建設につきましては。何を目的にするのかというのが非常に重要だと

思うんですけれども、例えば砂防ダムが主な理由になっていると思うんですけれども、 

 これに対する評価というものがほぼ答えとして出てきている現実の中にあって、砂防ダ

ムを目標とする槙尾川ダム建設というふうに説明も聞いておりますけれども、こういっ

たものが施工させる中で、ダム建設をした以降の下流、そういった汚染状況がどうなる

のかということが非常に心配になってきております。 

  私、河内長野の在住ですけれども、滝畑ダムの建設がありました。これにつきまして、

私たち住民は、このダム建設によって、水の安定供給確保ということで恩恵を与えられ

ているんですけれども、ひるがえりましては、河川流域――私どもも河川流域にある石

川の流域に住んでおりますけれども、非常に流域が悪化している。で、水質汚染につき

ましても、連合大阪も含めました調査によりますと、石川の汚染、ダムを建設したもと
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いしを用いるものに限る。）へ名称を変更するなどの所用の改正を行うものでございます。 

なお、さきに申し述べましたとおり、法により追加されたものは、全て条例で横出し

しているものでございまして、本規則改正は、条例の届出施設及び特定建設作業の実質

的な変更を伴うものではございません。 

以上でございます。 

○矢吹会長 どうもありがとうございました。 

  ただいまのご説明に何かご質問はございませんでしょうか。 

  ございませんようですが、そのほかのことに関しましても、何かご質問でもございま

したらどうぞ。 

  ないようですので、それでは、本日の会議はこれで終了いたしたいと思います。どう

も長時間まことにありがとうございました。 

（午後 2時 47分閉会） 
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